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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品(G)を載せる置台部(1)と、表示板(21)の下方に脚部(22)を連設した表示部材(2)と
を備え、置台部(1)に形成したスリット(17)に、表示部材(2)の脚部(22)を差し込んで、表
示部材(2)を起立状態に保持する陳列台において、前記表示部材(2)の脚部(22)に、上下に
並んで側方へ張り出す複数の係止片(23)を設け、これらの係止片(23)のうち、下方側から
いずれの係止片(23)まで折り込むかを選択することにより、係止片(23)を折り込んだ部分
まで脚部(22)をスリット(17)へ差し込み、張り出した係止片(23)で表示部材(2)を下がり
止めし、表示板(21)の高さを調整できるようにしたことを特徴とする陳列台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、店頭での商品の陳列に使用され、広告等を表示する表示板を備えた陳列台
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１には、図７に示すように、商品輸送用の外箱を兼ねる基台部５１
に受架材５２を挿入し、商品を載せるトレー状の置台部５３を、基台５１の上面開口部に
嵌め込んで、受架材５２により支持し、置台部５３の後部に表示部材５４を取り付ける陳
列台が記載されている。
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【０００３】
　表示部材５４は、商品のキャッチコピー等を表示する表示板５５の下方に脚部５６を連
設したものであり、この脚部５６を置台部５３の後壁上部に形成したスリット５７に差し
込むことにより、表示部材５４が起立状態に保持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２０４８５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような陳列台では、置台部５３に商品を積み上げすぎると、表示
板５５が商品で隠されて、訴求効果が得られず、また、商品の積上高さが低くなると、商
品と表示板５５との間に距離が生じて、訴求効果が低下するという問題がある。
【０００６】
　そこで、この発明は、商品の積上高さに連動して、表示板の高さを変えられるようにす
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記のような課題を解決するため、この発明は、商品を載せる置台部と、表示板の下方
に脚部を連設した表示部材とを備え、置台部に形成したスリットに、表示部材の脚部を差
し込んで、表示部材を起立状態に保持する陳列台において、前記表示部材の脚部に、上下
に並んで側方へ張り出す複数の係止片を設け、これらの係止片のうち、下方側からいずれ
の係止片まで折り込むかを選択することにより、係止片を折り込んだ部分まで脚部をスリ
ットへ差し込み、張り出した係止片で表示部材を下がり止めし、表示板の高さを調整でき
るようにしたのである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る陳列台では、置台部への商品の積上高さに連動して、係止片を折り込む
部分を変え、表示部材の脚部のスリットへの差込深さを変化させて、表示板の高さを調整
できるので、商品で表示板が隠されるのを防止しつつ、表示板と商品とを接近させて、優
れた訴求性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明に係る陳列台の表示板の高さが低い状態を示す斜視図
【図２】同上の表示板の高さが（ａ）中間の状態を示す斜視図、（ｂ）高い状態を示す斜
視図
【図３】同上の（ａ）置台部を構成する分割材のブランクを示す図、（ｂ）表示部材のブ
ランクを示す図
【図４】同上の置台部の組立状態を示す斜視図
【図５】同上の表示部材の組立状態を示す斜視図
【図６】同上の置台部への表示部材の差込過程を示す斜視図
【図７】従来の表示板付き陳列台を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１１】
　この陳列台は、図１及び図２に示すように、商品Ｇを載せる置台部１と、これに付属す
る表示部材２とから構成される。置台部１及び表示部材２は、図３に示すような段ボール
のブランクから形成される。
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【００１２】
　図３（ａ）に示す分割材１１は、２枚接合されて、置台部１を構成するものである。各
分割材１１のブランクは、広面板１２と側面板１３とを横に並べて連設し、広面板１２の
外側に継代片１４を連設し、広面板１２の上端に外天板１５を、側面板１３の上端に内天
板１６をそれぞれ連設したものとされている。
【００１３】
　外天板１５には、基端寄り及び先端寄りにそれぞれ横断方向の折目線１８ａ，１８ｂが
入れられ、折目線１８ａに沿ってスリット１７が設けられると共に、折目線１８ｂの中間
部に解体用の指入穴１５ａが設けられている。
【００１４】
　内天板１６には、基端寄りに横断方向の折目線１８ａが入れられ、先端中間部から折目
線１８ａへかけて切溝１６ａが設けられている。内天板１６の両側縁先端部は、スリット
１７に対応して切り欠かれている。
【００１５】
　図３（ｂ）に示す表示部材２のブランクは、商品のキャッチコピー等が印刷された表示
板２１から下方へ脚部２２を延出し、脚部２２の両側に、折目線を介して、上下に並んで
側方へ張り出す係止片２３を３個ずつ設けると共に、係止片２３を避けるように、補強片
２４を連設したものとされている。
【００１６】
　上下に隣接する係止片２３の境界をなす切目線は、脚部２２のスリット１７への差し込
みに際し、折り込んだ係止片２３がスリット１７の端縁に引っ掛からないように、基端側
が上方へ傾斜している。
【００１７】
　上記ブランクから陳列台を組み立てるには、図４に示すように、置台部１の２枚の分割
材１１において、それぞれ広面板１２と側面板１３とを直角に折り曲げ、各分割材１１の
継代片１４を相手方の分割材１１の側面板１３の側端部に貼り付けて、分割材１１同士を
接合し、周壁を形成する。
【００１８】
　次に、置台部１の周壁の内部に、切込を有する支持板３１を井桁状に組み合わせた受架
材３を挿入する。
【００１９】
　そして、内天板１６を、内側へ折り曲げて、内天板１６の折目線１８ａより基端側の部
分を側面板１３の上部内面に沿わせ、折目線１８ａより先端側の部分を水平方向へ折り曲
げて、受架材３に載せる。
【００２０】
　その後、外天板１５を、内側へ折り曲げて、外天板１５の折目線１８ａより基端側の部
分を広面板１２の上部内面に沿わせ、折目線１８ａ，１８ｂ間の部分を水平方向へ折り曲
げて、内天板１６に重ね、折目線１８ｂより先端側の部分を切溝１６ａに差し込む。
【００２１】
　また、図５に示すように、表示部材２のブランクにおいて、補強片２４を脚部２２の裏
側に折り曲げて貼り付けることにより、脚部２２が高さ方向の途中で屈曲しないように補
強し、後述のように、置台部１への商品の積上高さに応じて、適宜、下方側の係止片２３
から脚部２２の裏側へ折り込む。
【００２２】
　そして、図６に示すように、表示部材２の脚部２２を、置台部１の後部に位置するスリ
ット１７に差し込むと、脚部２２は、置台部１の周壁内面に沿い、周壁上部に形成された
凭れ壁１９に凭れて、表示部材２が起立状態に保持される。なお、置台部１は、前後対称
であるため、一対の広面板１２のうち、どちらが前面になるようにしてもよい。
【００２３】
　このような陳列台を用いて商品を陳列する際、図１に示すように、置台部１への商品Ｇ
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の積上高さが低い場合には、上下に並ぶ係止片２３のうち、最下段と中間段の係止片２３
を脚部２２の裏側に折り込み、最上段の係止片２３をスリット１７の両側方で外天板１５
に当接させて、表示部材２を下がり止めし、表示板２１を低い位置に設定する。
【００２４】
　また、図２（ａ）に示すように、置台部１への商品Ｇの積上高さが少し高い場合には、
上下に並ぶ係止片２３のうち、最下段の係止片２３のみを脚部２２の裏側に折り込み、中
間段の係止片２３をスリット１７の両側方で外天板１５に当接させて、表示部材２を下が
り止めし、表示板２１を中間位置に設定する。
【００２５】
　また、図２（ｂ）に示すように、置台部１への商品Ｇの積上高さが相当高い場合には、
上下に並ぶ係止片２３のいずれも折り込むことなく、最下段の係止片２３をスリット１７
の両側方で外天板１５に当接させて、表示部材２を下がり止めし、表示板２１を高い位置
に設定する。
【００２６】
　上記のように、この陳列台では、上下に並んだ係止片２３のうち、下方側からいずれの
係止片２３まで折り込むかを選択することにより、表示板２１の高さを調整できるので、
商品Ｇで表示板２１が隠されるのを防止しつつ、表示板２１と商品Ｇとを接近させて、優
れた訴求性を得ることができる。
【００２７】
　また、置台部１の上部に形成した凭れ壁１９と商品Ｇとで、表示部材２の脚部２２が挟
まれるので、表示部材２の揺動が抑制され、表示板２１を安定した状態で、商品Ｇの後側
上方に掲げることができる。
【００２８】
　なお、上記実施形態では、表示部材２の脚部２２に、上下３段の係止片２３を段間の高
さが均等となるように設けたものを例示したが、係止片２３は、陳列する商品の大きさや
陳列の態様に応じて、２段又は４段以上設けるようにしてもよく、視覚的効果をより高め
るため、係止片２３による段間の高さが不均等になるようにしてもよい。
【００２９】
　また、表示部材２の脚部２２の両側に係止片２３を設けたものを例示したが、スリット
１７が置台部１の一端に寄っている場合等においては、係止片２３は、脚部２２の片側に
のみ設けるようにしてもよい。
【００３０】
　さらに、置台部１の後部にスリット１７が位置するものを例示したが、外天板１５同士
の突合部を切り欠き、内天板１６の切溝１６ａに連通させるような形状として、置台部１
の前後方向中間部にスリット１７を設けるようにしてもよい。
【００３１】
　また、置台部１として、周壁の形状が四角筒状のものを例示したが、置台部１は、周壁
の形状が六角筒状や八角筒状等のものであってもよい。
【符号の説明】
【００３２】
１　置台部
１１　分割材
１２　広面板
１３　側面板
１４　継代片
１５　外天板
１５ａ　指入穴
１６　内天板
１６ａ　切溝
１７　スリット
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１８ａ，１８ｂ　折目線
１９　凭れ壁
２　表示部材
２１　表示板
２２　脚部
２３　係止片
２４　補強片
３　受架材
３１　支持板
Ｇ　商品

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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